
○市民センター及び地区市民センター

講堂又はア
リーナ

体育場（十
和田市民セ
ンター及び
八幡平市民
センター）

１区画100㎡
以上の施設

１区画100㎡
未満の施設

大体育場
（大湯地区
市民セン
ター）

小体育場
（大湯地区
市民セン
ター）

会議室（大
湯地区市民
センター）

午前９時から
午後５時まで

370円 250円 170円 100円 370円 140円 100円

午後５時から
午後10時まで

450円 370円 220円 120円 560円 220円 120円

午前９時から
午後５時まで

370円 560円 170円 100円 890円 370円 190円

午後５時から
午後10時まで

450円 710円 220円 120円 1,380円 560円 230円

午前９時から
午後５時まで

4,110円 4,110円 1,650円 970円 6,300円 2,060円 970円

午後５時から
午後10時まで

5,460円 6,020円 2,190円 1,100円 9,020円 3,020円 1,100円

施設冷暖房 880円 880円 340円 110円 2,190円 880円 110円

器具暖房

ガス

○体育館

体育場

250円

370円

560円

710円

4,110円

6,020円

備考
１　「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費もしくはこれらに類する料金を徴収する場合をいう。
２　この表において、利用料金は１時間あたりの額とし、利用時間が１時間未満の場合は、１時間とみなす。

暖房利用料金 880円

一
般
施
設

利
用
料
金

入場料等を徴収しない場合

入場料等を徴収する場合

興行又は営利を目的とする場合の施設利用料金
午前９時から午後５時まで

午後５時から午後９時まで

区　　　　　　　　分

午前９時から午後５時まで

午後５時から午後９時まで

午前９時から午後５時まで

午後５時から午後９時まで

興行又は営利を
目的とする場合
の施設利用料金

燃料費

ストーブ１個につき　110円

器具１台につき　110円

冷暖房利用料金

区　　　分

入場料等
を徴収し
ない場合

入場料等
を徴収す
る場合

一
般
施
設
利
用
料
金


